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地方獣医師会会長 各 位 

 

社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

台湾における口蹄疫の再発に伴う畜産関係者等への指導の 

再徹底について 

 

このことについて、平成23 年 10 月 28日付け23消安第3955 号をもって、農林水

産省消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知の内容は、①今般、台湾当局から10月19日に口蹄疫の発生につい

て、国際獣疫事務局（OIE）に報告されたところであり、②台湾においては、本年に入

ってからも今回の事例を含め、８例（いずれもＯ型）の発生が確認されていること、

③これらのことから、台湾においては、本病ウイルスが常在している可能性が十分に

あり、我が国に侵入するリスクが依然として高く、本病に対する警戒を強化する必要

があること、④ついては、台湾及び周辺諸国の口蹄疫の発生状況を別添のとおり取り

まとめたので、広く畜産関係者、関係機関、関係団体等に対して、周知するとともに、

発生国への渡航時には畜産関係施設に立ち入らないことなど、引き続き、家畜伝染病

予防法（昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。）に基づく飼養衛生管理基

準の遵守を徹底するよう、各都道府県畜産主務部長あて求めたので、本会あて家畜防

疫の重要性を十分理解の上、本会会員等に対する周知とともに適切な対応についての

指導が依頼されたものです。 

また、家伝法第52条の２の規定に基づき、今後も海外における口蹄疫等家畜伝染病

の発生状況等の必要な情報を農林水産省ホームページ等適切な方法により積極的に公

表していくので、ご活用いただきたい旨も併せて依頼されたものです。 

貴会関係者に周知方お願いします。 

 

記 

 

＜農林水産省ホームページ：家畜の疾病に関する情報＞ 

ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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